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第１号議案 

 

新座市都市高速鉄道１２号線延伸促進期成同盟会規約の改正について 

 

 

新座市都市高速鉄道１２号線延伸促進期成同盟会規約の一部を次のように改

正する。  

第７条中「総会から次期総会まで」を「２年」に改める。  

第１４条中「企画課」を「地下鉄１２号線延伸促進室」に改める。  

 

 

平成２６年４月２１日提出 

 

新座市都市高速鉄道１２号線延伸促進期成同盟会 

会  長  新 座 市 長  須 田 健 治 

 


